
 

 

   上越市結婚活動支援補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、結婚を希望する独身の男性及び女性の出会いの場を創出し、将来の少

子化対策の推進に寄与するため、新潟県が運営する婚活マッチングシステム（以下「ハー

トマッチにいがた」という。）を活用して結婚活動をする人に対し、予算の範囲内で交付

する補助金の交付に関し、上越市補助金交付規則（昭和４６年上越市規則第５６号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる人（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する人とする。 

 ⑴ ２０歳以上であって、現に婚姻をしていないこと。 

⑵ 本市に住所を有していること。 

 ⑶ 市税を滞納していないこと。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、ハートマッ

チにいがたの入会登録料とする。 

 （補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（当該額に１００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 補助金の交付は、一の補助対象者につき１回を限度とする。 

 （交付申請等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、上越市結婚活動支援補助金交付申請

書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第

２号及び第３号に掲げる書類のうち市が保有する公簿等により確認することができる書類

にあっては、添付を省略することができる。 

⑴ 本人確認書類の写し 

⑵ 住民票の写し 

⑶ 納税証明書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決 

決定 

定したときは、上越市結婚活動支援補助金交付  通知書（第２号様式）により申請者に 

却下 



 

 

通知するものとする。 

 （実績報告） 

第６条 補助金の交付決定を受けた人は、ハートマッチにいがたの入会登録後、速やかに上

越市結婚活動支援補助金実績報告書（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

⑴ 会員登録証の写し 

⑵ 入会登録に係る領収書の写し 

 （交付確定通知） 

第７条 規則第９条の規定による通知は、上越市結婚活動支援補助金交付確定通知書（第４

号様式）により行うものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第８条 規則第１０条第１項の規定による通知は、上越市結婚活動支援補助金交付決定取消

通知書（第５号様式）により行うものとする。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、令和６年１２月１７日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式の相当する様式として使用することがで

きる。 
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第１号様式（第５条関係） 

 

上越市結婚活動支援補助金交付申請書 

年  月  日 

 

（宛先）上越市長 

申請者 住  所 

    氏  名 

電話番号 

                                                生年月日 

 

 次のとおり上越市結婚活動支援補助金の交付を申請します。 

１ 補助対象経費（A） 円 

２ 交付申請額 
※A×1/2（100円未満切り捨て） 

  円 

３ 添付書類 

□ 本人確認書類の写し 

□ 住民票の写し 

□ 納税証明書 

□ その他市長が必要と認める書類 

備考 住民票の写し及び納税証明書について、市が保有する公簿等で確認することができる

ときは、次に同意することにより添付を省略することができます。 

 

同意・誓約事項 （□にレ点を記入してください。） 

□ 本市に住所を有していることを確認するため、     課の職員が住民基本台帳等

を閲覧することに同意します。 

□ 市税の滞納がないことを確認するため、     課の職員が納税状況を閲覧するこ

とに同意します。 

（上越市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく暴力団の排除のための誓約） 

⑴ 暴力団の活動において認証を受けるものではありません。 

⑵ 認証により暴力団に対し利益を供与することはありません。 

⑶ ⑴又は⑵に反する場合は、この申請を却下され、又は承認を取り消されることを承

諾します。 

□ 上記について誓約します。（□にレ点を記入してください。） 

 

  



 

 

第２号様式（第５条関係）  

 

決定  

上越市結婚活動支援補助金交付  通知書 

却下  

第     号 

年  月  日 

 

   様  

上越市長          

 

     年  月  日付けで申請のあった上越市結婚活動支援補助金の交付について、 

と お り 決 定 

次の          したので通知します。 

  理由により申請を却下 
 

決定 

交 付 決 定 額                   円 

交 付 条 件 
 

却下 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３号様式（第６条関係） 

 

上越市結婚活動支援補助金実績報告書 

 

年  月  日 

（宛先）上越市長 

申請者 住 所 

氏  名 

電話番号 

 

 次のとおり上越市結婚活動支援補助金の実績を報告します。 

登 録 年 月 日 年   月   日 

交 付 決 定 額  円     

支 払 会 員 登 録 料 円     

添 付 書 類 
□ 会員登録証の写し 

□ 入会登録に係る領収書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４号様式（第７条関係）  

 

上越市結婚活動支援補助金交付確定通知書  

第       号 

 年  月  日 

   様 

 上越市長          

 

     年  月  日付けで申請のあった上越市結婚活動支援補助金の交付について、  

次のとおり確定したので通知します。 

補 助 対 象 経 費                   円 

交 付 確 定 額                   円 

交 付 条 件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５号様式（第８条関係）  

 

上越市結婚活動支援補助金交付決定取消通知書  

第       号 

 年  月  日 

   様 

 上越市長          

 

     年  月  日付けで通知した上越市結婚活動支援補助金の交付について、次の

とおり決定を取り消したので通知します。 

取消しの内容  

取消しの理由  

 


